
議案第 ２ 号 

 

川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成２９年 ２ 月１３日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する条例の一部を改正する条例 

第１条 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する条例（平成２７年川崎市条例第６７号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２の３の項中「地方税関係情報」という。）」の次に「、子ども・

子育て支援法（平成２４年法律第６５号）による子どものための教育・保育

給付の支給に関する情報」を加え、同表の５の項中「情報」の次に「又は外

国人生活保護関係情報」を加え、同表の７の項中「同じ。）の管理に関する

情報」の次に「、国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）による年金の被

保険者の資格に関する情報」を加え、同表の９の項中「をいう。」の次に「以

下同じ。」を加え、同表の３０の項中「給付に関する情報」の次に「、国民

年金法による年金の被保険者の資格に関する情報」を加え、同項を同表の３

２の項とし、同表の２９の項を同表の３１の項とし、同表の２８の項を同表

の３０の項とし、同表の２７の項中「（平成２４年法律第６５号）」を削り、



「生活保護関係情報、地方税関係情報」を「児童福祉法による保育所におけ

る保育の実施若しくは措置に関する情報」に改め、同項を同表の２９の項と

し、同表の２６の項中「障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は」を「特

別児童扶養手当の支給に関する情報又は同法による障害児福祉手当若しくは

特別障害者手当若しくは」に改め、同項を同表の２８の項とし、同表の２５

の項を同表の２７の項とし、同表の２１の項から２４の項までを２項ずつ繰

り下げ、同表の２０の項を同表の２１の項とし、同項の次に次の１項を加え

る。 

２２ 市長 児童手当法による児童手

当又は特例給付の支給に

関する事務であって規則

で定めるもの 

国民年金法による年金の被保

険者の資格に関する情報であ

って規則で定めるもの 

  別表第２の１９の項を同表の２０の項とし、同表の１２の項から１８の項

までを１項ずつ繰り下げ、同表の１１の項中「身体障害者手帳又は」を「身

体障害者手帳若しくは」に改め、「情報」の次に「又は外国人生活保護関係

情報」を加え、同項を同表の１２の項とし、同表の１０の項中「又は保険料

の徴収」を「、保険料の徴収又は保健事業の実施」に、「介護保険給付等関

係情報」を「地方税関係情報、国民年金法による年金の被保険者の資格に関

する情報又は介護保険給付等関係情報」に改め、同項の次に次の１項を加え

る。 

１１ 市長 国民年金法による保険料

の免除又は保険料の納付

に関する処分に関する事

務であって規則で定める

もの 

外国人生活保護関係情報であ

って規則で定めるもの 



「生活保護関係情報、地方税関係情報」を「児童福祉法による保育所におけ

る保育の実施若しくは措置に関する情報」に改め、同項を同表の２９の項と

し、同表の２６の項中「障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は」を「特

別児童扶養手当の支給に関する情報又は同法による障害児福祉手当若しくは

特別障害者手当若しくは」に改め、同項を同表の２８の項とし、同表の２５

の項を同表の２７の項とし、同表の２１の項から２４の項までを２項ずつ繰

り下げ、同表の２０の項を同表の２１の項とし、同項の次に次の１項を加え

る。 

２２ 市長 児童手当法による児童手

当又は特例給付の支給に

関する事務であって規則

で定めるもの 

国民年金法による年金の被保

険者の資格に関する情報であ

って規則で定めるもの 

  別表第２の１９の項を同表の２０の項とし、同表の１２の項から１８の項

までを１項ずつ繰り下げ、同表の１１の項中「身体障害者手帳又は」を「身

体障害者手帳若しくは」に改め、「情報」の次に「又は外国人生活保護関係

情報」を加え、同項を同表の１２の項とし、同表の１０の項中「又は保険料

の徴収」を「、保険料の徴収又は保健事業の実施」に、「介護保険給付等関

係情報」を「地方税関係情報、国民年金法による年金の被保険者の資格に関

する情報又は介護保険給付等関係情報」に改め、同項の次に次の１項を加え

る。 

１１ 市長 国民年金法による保険料

の免除又は保険料の納付

に関する処分に関する事

務であって規則で定める

もの 

外国人生活保護関係情報であ

って規則で定めるもの 

 別表第３の４の項中「住民基本台帳法」を「生活保護関係情報、地方税関

係情報、住民基本台帳法」に改め、「事項」の次に「（以下「住民票関係情

報」という。）又は外国人生活保護関係情報」を加え、同項の次に次の１項

を加える。 

５ 教育

委員会 

児童手当法による児童

手当又は特例給付の支

給に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

市長 地方税関係情報又は住民

票関係情報であって規則

で定めるもの 

第２条 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する条例の一部を次のように改正する。 

別表第２の１０の項中「又は介護保険給付等関係情報」を「、介護保険給

付等関係情報、川崎市重度障害者医療費助成条例による医療費の助成に関す

る情報、川崎市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する

情報又は川崎市小児医療費助成条例による医療費の助成に関する情報」に改

める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条は規則で定める日か

ら施行する。 

（川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る条例の一部を改正する条例の一部改正） 

２ 川崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る条例の一部を改正する条例（平成２８年川崎市条例第５号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条のうち別表第２の３０の項を同表の３３の項とし、同表の２９の項



の次に３項を加える改正規定中「別表第２の３０の項」を「別表第２の３２

の項」に、「同表の３３の項」を「同表の３５の項」に、「同表の２９の項」

を「同表の３１の項」に、「３０ 市長」を「３２ 市長」に、「３１」を

「３３」に、「３２」を「３４」に改める。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別

表第２の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部改正に伴い、特定

個人情報を利用することができる場合を追加すること等のため、この条例を制

定するものである。 


